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　「パレアモア広島」は，昭和 62（1987）年に　 

現在地（安芸郡坂町）に移転したときにつけられた 

愛称です。 

　パレアモア（ｐａｒｌｅｚ　à　ｍｏｉ）とは，　 

フランス語で「私に話しかけてください」という　 

意味です。



は じ め に 

 
令和６年度の広島県立総合精神保健福祉センターの事業実績について所報を作成しまし

た。当センターの活動に御協力いただきました関係者の皆様に改めて深く感謝申し上げま

す。 
当センターにおいては、「広島県保健医療計画」「広島県障害者プラン」「いのち支える広

島プラン」「広島県依存症対策推進計画」等の精神保健福祉に関する計画に基づき、地域の

精神保健福祉の総合的技術センターとして様々な取組を行っております。 
自殺対策では、令和 3年に広島県内の自殺者数が 10年ぶりに増加し深刻な状況が続く中、

地域自殺対策推進センター事業に取り組み、市町の地域自殺対策計画の策定・進捗管理等へ

の支援を行うとともに、相談支援・人材育成・自死遺族支援等の充実に努めております。 
依存症対策では、相談件数が増加の一途を辿る状況にあり、依存症相談拠点機関として、

家族教室、当事者教育、回復プログラムを実施するとともに、県内全域で円滑に相談でき必

要な支援が受けられるよう、相談員の養成研修や相談機関連携会議を開催しました。 
デイケア部門においては、「居心地のよい雰囲気であること」「通所者の主体性を重視し、

引き出すこと」「社会適応できる力を身に付けること」を基本方針として、青年期コースと

うつ状態及び社会不安症等の方を対象とするリカバリーコースの２コースを運営するとと

もに、各コースへの定着等を目的として対人不安が強い方などを対象として、デイケア導入

プログラムを実施しました。 
また、精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証の申請件数の増加傾向が続く中、

迅速で公正な対応に努めるとともに、精神科病院に入院中の方の人権に係る精神医療審査

会につきましても、審査委員の先生方の御協力のもと、令和６年４月に施行された改正精神

保健福祉法に対応しながら定期的に開催しております。 
同じく精神保健福祉法においては、令和４年の改正により、市町の相談・援助業務の対象

者の明確化と「日常生活を営む上での精神保健に課題を抱える者」の追加が行われ、当セン

ターには、より一層の市町を支援する機能が求められております。更に、令和５年度から、

一般社団法人広島県精神保健福祉協会の事務局機能を引継ぎ、精神保健福祉の普及・啓発や

人材育成等を実施しているところであり、地域の精神保健福祉の総合的技術センターとし

て、時代の要請に応じながらその役割を十分に果たしていく所存ですので、引き続き、関係

者の皆様の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 
令和８年１月 

広島県立総合精神保健福祉センター 
所長　増廣　典子
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 昭和27(1952)年 

 

広島県精神衛生相談所設置条例公布 

広島県立尾道精神衛生相談所を尾道保健所に併設

 昭和37(1962)年 広島市宝町に移転、広島県立精神衛生相談所と改称

 昭和39(1964)年 広島市宇品町の県立広島病院内に移転

 昭和47(1972)年3月 

 

広島県立精神衛生センター設置及び管理条例公布 

（広島県立精神衛生相談所設置条例廃止）

 昭和47(1972)年4月 広島県立精神衛生センターを県立広島病院内に設置（2課制）

 昭和60(1985)年10月 県立広島病院改築に伴い、事務室、診察室等１階部分を移転

 昭和62(1987)年3月 広島県立総合精神衛生センター設置及び管理条例公布

 昭和62(1987)年8月 広島県立総合精神衛生センターを安芸郡坂町に開設（3課制）

 昭和63(1988)年3月 広島県立総合精神保健センターに改称

 平成  7(1995)年7月 広島県立総合精神保健福祉センターに改称

 平成11(1999)年3月 情報研修棟を増設

 平成14(2002)年4月 精神医療審査会事務、精神障害者保健福祉手帳及び通院医療費公費負

担事務を開始 

 平成18(2006)年4月 障害者自立支援法全面施行に伴い、精神通院医療費公費負担が障害者

自立支援法による自立支援医療費(精神通院)に移行 

 平成28(2016)年4月 自殺対策推進センター事業を開始 

 平成30(2018)年9月 広島こころのケアチームを設置（広島県が一般社団法人広島県精神保

健福祉協会へ委託して実施） 

 令和3(2021)年3月 広島こころのケアチームを解散（業務は、広島県立総合精神保健福祉セ

ンターへ引継ぎ継続実施） 

 令和5(2023)年4月 一般社団法人広島県精神保健福祉協会の事務局業務を開始

１　沿　　　　　革



 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

                                                                              　　　　　　　　令和７（2025）年４月１日現在 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

(1) 機　　構 

 

　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　 

 

(2) 職種別職員数　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 

　※（　）内は再掲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 精神科 
 

医　師

臨　床 
心　理 
技術者

保健師 看護師
精神保健 
福祉士

事　務 
 

職　員

デイケア 
従事員 
（再掲）

自殺対策 
従事員 
（再掲）

デイケア 
 

講　 師
計

 職　　員 
（常勤）

2 2 7 － － 10 － － － 21

 
非 常 勤 

（会計年度職員）
5 1 3 1 3 9 （5） （3） 8 30

 
計 7 3 10 1 3 19 （5） （3） 8 51

１  総合精神保健福祉センターの庶務に関すること。 
２  地域精神保健福祉推進の企画立案に関すること。 
３  精神医療審査会に関すること。 
４  精神障害者保健福祉手帳に関すること。 
５  自立支援医療(精神通院医療)に関すること。 
６  精神保健及び精神障害者福祉に関する知識の普及に関すること。（地域支援課の所掌に属するものを除く。） 
７  精神保健及び精神障害者福祉関係の統計及び資料の収集に関すること。 
８  精神障害者に対する医療の制度及び手帳の交付に関する相談及び指導に関すること。 
９  精神保健及び精神障害者福祉に関する調査研究に関すること。 
10　一般社団法人広島県精神保健福祉協会の管理運営に関すること 
11  使用料及び手数料の徴収に関すること。 
12  その他、他課の所掌に属さないこと。

１  地域の精神保健及び精神障害者福祉業務に対する技術指導及び技術援助に関すること。 
２  地域の精神保健及び精神障害者福祉に関する研修訓練に関すること。 
３  精神保健及び精神障害者福祉に関する相談及び指導に関すること。（総務企画課の所掌に属するものを除く。） 
４  精神障害及び精神障害者権利擁護等に関する知識の普及に関すること。 
５  地域精神保健福祉活動に関する調査研究に関すること。（生活支援課の所掌に属するものを除く。） 
６  精神医学的診察及び心理学的処置に関すること。 
７　自殺対策推進センター業務に関すること。 
８　一般社団法人広島県精神保健福祉協会の研修業務に関すること

１  回復途上にある精神障害者に対する生活指導及び作業指導に関すること。 
２  前号の業務に付随する精神医学的診察及び心理学的処置に関すること。 
３  就労援助に関すること。 
４  社会復帰を促進するための調査研究に関すること。

所　
　
　
　
　

長

次　
　

長
（
兼
） 

地
域
支
援
課
長

総務企画課 
（16 人）

地域支援課 
（10 人）

生活支援課 
（８人）

※各課の人員には，常勤的非常勤職員を含む。

２　組　　　　　織 
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次　
　

長
（
兼
） 

生
活
支
援
課
長

主
査
（
医
師
）

職種 
 
区分
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(1) 場  所   広島県安芸郡坂町北新地二丁目３番７７号 

(2) 敷地面積   　６，６００．９１㎡ 

(3) 建  物    

 
   朝ルート：矢野駅→パレアモア 
   夕ルート：パレアモア→坂駅→矢野駅→海田市駅

 
種　　　別 構　　　造

建築面積 

（単位：㎡）

床面積（単位：㎡）

 １　　階 ２　　階 計

 
管 理 棟

鉄筋コンクリート造 

２  階  建
１，１２０．３５ ９４７．０９ ７９０．２６ １，７３７．３５

 
情報研修棟

鉄筋コンクリート造 

２  階  建
２９１．００ ２７４．１６ ２７５．２７ ５４９．４３

 
渡 廊 下

鉄筋コンクリート造 

ス レ ー ト 葺
２８．０８ ５７．５６ ー ５７．５６

 車    庫 鉄 骨 造　 平　屋 ６０．３２ ４９．９２ ー ４９．９２

 計 １，４９９．７５ １，３２８．７３ １，０６５．５３ ２，３９４．２６

１　施　　　　　設
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所長室 事務室
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令和 6(2024)年度 

 　※ 国庫補助金は未計上 

 

 (1) 歳　　入 単位：円
 科　　　　　　目 

（ 款 項 目 節 ）
決　　算　　額 摘　　　　　　要

 使 用 料 及 び 手 数 料 6,117,517

 　使 用 料 6,117,517

 　　衛 生 使 用 料 6,117,517

 　　　総合精神保健福祉センター使用料 6,113,657 診療収入，デイケア収入

 　　　衛 生 総 務 手 数 料 3,860

 財　　　　　産　　　　　収　　　　入 0
 諸 収 入 41,920

 　　　保　　　　　　険　　　　　　料 0

 　　　戻  入  金  及  び  返  還  金 0

 雑　　　　　　　　　　　　　収 41,920 行政財産使用料，必要経費等

 　計 6,159,437

４　決　算　状　況
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令和 6(2024)年度 

※ 職員給与費は除く。 

 (2) 歳　　出 単位：円
 

科　　　　目（ 款 項 目 節 ） 決　　算　　額 摘　　　　　　要

 民 生 費 991,730

 社 会 福 祉 費 991,730

 社 会 福 祉 総 務 費 991,730

 旅 費 991,730

 衛 生 費 37,941,815
 公 衆 衛 生 費 37,941,815

 精 神 保 健 費 37,093,214

 報 酬 1,400,800 審査会委員，判定医，診療医等

 報 償 費 12,567,500 審査会報告書料，講師謝金等

 旅 費 1,734,215

 需 用 費 5,890,441 光熱水費，デイケア教材等

 役 務 費 2,364,431 郵送料，電話使用料等

 委 託 料 11,316,962 庁舎管理業務等

 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,615,965 精神保健福祉システム等

 備 品 購 入 費 0

 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金 165,100

 公 課 費 37,800

 中 高 年 保 健 対 策 費 308,330

 報 償 費 214,550

 旅 費 47,560

 需 用 費 46,220

 保 健 所 費 0

 旅 費 0

 需 用 費 0

 役 務 費 0

 医　　　　　　　薬　　　　　　　費 540,271

 薬 務 費 540,271

 報 償 費 196,600

 旅　　　　　　　　　　　　　費 255,535

 需 用 費 85,416

 使 用 料 及 び 賃 借 料 2,720

 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金 0

 
計 38,933,545
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Ⅱ　　業務実績 

 

第１章  技術支援 

 

第２章  人材育成 

 

第３章  普及啓発 

 

第４章  調査研究 

 

第５章  相談支援 

 

第６章   組織育成 

 

第７章　 精神医療審査会 

自立支援医療受給者証（精神通院） 

及び精神障害者保健福祉手帳 

 

第８章　 自殺対策事業 

 

第９章　  思春期精神保健事業・ひきこもり対策事業 

 

第 10 章   地域依存症対策事業 

 

第 11 章 　被災者こころのケア相談支援事業 

 

第 12 章 　デイケア 
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　地域における精神保健福祉活動の推進及び包括的支援体制の確保のために、保健所及び

市町等関係機関に対し、地域の実情に応じた方法で、研修、事例検討等の技術支援を実施し

た。Ｒ6年 4月から施行された「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」において、市

町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題

を抱えている者も対象に含まれることが明確化された。このため、当センターでは、疾病対

策課と協議し、県内市町における精神保健に関する相談支援体制整備の現状と課題を把握

することを目的に、政令市を除く県内全市町を対象に、精神保健福祉に係る相談支援体制整

備の推進に関する調査を行った。また、薬物やギャンブル依存症の支援機関の対応力向上を

図るために、施設支援等に対して技術支援を実施した。　 

（令和６年度） 

 

１　保健所・市町　 

（令和６年度） 

※保健所の管内市町分は、保健所に含めて記載。 

 

 対　　象 内　　　　容 実施回数 延人数

 保健所（管内市町） 研修会、事業・事例検討、病状審査など 45 765

 司法･警察･更生保護 集団指導など ９ 56

 教 育 機 関 情報交換会 １ 95

 そ の 他 の 機 関 研修会、事業検討など 25 211

 計 80 1,127

 研修会 事業検討 病状審査 集団指導 事例検討 その他 合　計

 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数

 西部保健所 2 47 0 0 2 ４ 0 0 2 36 1 23 ７ 110

 西部保健所 広島支所 1 10 0 0 1 3 0 0 4 30 0 0 ６ 43

 西部保健所 呉支所 １ 13 0 0 0 0 0 0 2 34 1 8 4 55

 西部東保健所 2 83 0 0 1 2 0 0 1 6 0 0 4 91

 東部保健所 3 151 0 0 0 0 0 0 2 30 0 0 5 181

 東部保健所 福山支所 2 48 1 12 1 4 0 0 0 0 3 4 7 68

 北部保健所 3 96 0 0 0 0 0 0 3 21 1 7 7 124

 呉市保健所 1 24 0 0 0 0 0 0 3 41 0 0 4 65

 福山市保健所 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28

 広島市保健所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 合　計 16 500 1 12 5 13 0 0 17 198 6 42 45 765

第１章　技術支援
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２　関係機関・その他 

 

（令和 6 年度） 

 

 

 

３　災害時等の精神保健医療体制の整備  

 

自然災害等発生時に被災地域における、精神科医療や精神保健活動を行う DPAT（災害派遣精

神医療チーム）活動の支援のため、平時から健康危機管理課や疾病対策課と連携しながら体制を

整備している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区

分
依頼機関名 内容 延人数

 
司
法
・
警
察
等

貴船原少女苑 薬物依存症回復プログラム導入・実施施設支援（4回） 6

 
広島少年院 薬物依存症回復プログラム導入・実施施設支援（2回） 6

 
広島保護観察所 薬物依存症回復プログラム導入・実施施設支援（2回） 41

 そ
の
他
（
一
部
抜
粋
）

ウイズ広島 薬物依存症回復プログラム導入・実施施設支援 3

 
兵庫県こころのケアセンター JICA 課題別研修「災害におけるこころのケア」 8

 広島弁護士会 労働トラブルホットライン・暮らしとこころの総合相談会 7
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地域精神保健福祉業務に携わる関係機関職員の精神保健福祉に関する知識及び技術・資

質等の向上を図り、円滑かつ効果的な連携を目的として研修を実施した。 

また、ひきこもり等思春期問題や依存症対策、自殺対策等の課題に対応した研修を実施し

た。  

（令和 6年度） 

 

１　人材育成 

 

（令和 6年度） 

 区　分 実施回数 実施日数 延人数（実人数）

 人材育成 28 29 1,546（1,546）

 実習指導  3 17 40（19）

 計 31 46 1,586（1,565）

 テーマ 講　師 月日 延人数

 

基
礎

精神保健福祉基礎研修Ⅰ 

（WEB）※第 1 回は精神科リハ

ビリテーション研修同時開催

当センター医師、職員、 

広島ダルク施設長

5月 29 日 

6 月 7 日 

6 月 21 日

555

 
精神保健福祉基礎研修Ⅱ 

（災害時支援研修 1）

兵庫県こころのケアセンター 

上席研究主幹　大澤　智子
6 月 14 日 45

 
心のサポーター養成研修 当センター嘱託医、職員 10 月 11 日 48

 

思
春
期
精
神
保
健

思春期問題事例検討会 

（集合または WEB）

当センター嘱託医 

土岐　茂

5月 14 日 

7 月 9 日 

9 月 10 日 

11 月 12 日 

1 月 14 日 

3 月 11 日

1

 思春期の自傷行為の対応

と、生きづらさの理解

（WEB） 
※兼　自殺対策人材育成研修

NPO メンタルケア協議会 

西村　由紀
7 月 29 日 178

 ひきこもりの対話的支援

（WEB）

筑波大学 
名誉教授　斎藤　環

10 月 16 日 178

 依

存

症 

対

策

アルコール健康障害相談員

養成研修（WEB）

肥前精神医療センター　依存症

治療センター長　松口　和憲　
10 月 10 日 22

 
アルコール健康障害相談員

等フォローアップ研修（WEB）

呉医療センター・中国がんセン

ター　菰口　陽明
2月 27 日 54

第２章　人材育成
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 テーマ 講　師 月日 延人数

 

依

存

症

対

策

「CRAFT を学ぼう」～依存

症について効果のある家族

の対応～（WEB）

藍里病院　副院長　吉田精次 1 月 17 日 83

 
動機づけ面接の基本

立命館大学総合心理学部 

准教授　首藤　祐介
11 月 28 日 43

 ギャンブル等依存症の理解

と支援～SAT-Gライトの活用

～（WEB）

島根県立こころの医療センター 

佐藤　寛志
9 月 4日 67

 依存症により債務を抱えた

方への支援～司法書士への

相談の仕方と債務整理の実

際～（依存症相談機関連携

会議、WEB）

司法書士法人・土地家屋調査士 

武田事務所　武田　圭史
10 月 4日 42

 ギャンブル障害の精神保健

福祉相談・支援の実践研修 
（ギャンブル障害の精神保健福

祉相談・支援の実践研修事務局

主催）

松ヶ丘病院・大阪商業大学 

小原　圭司 

島根県立こころの医療センター　

佐藤　寛志

9 月 18 日 15

 

自
殺
対
策

ゲートキーパー育成の基本

と考え方（WEB）

武蔵野大学人間科学部社会福祉

学科　教授　小髙　真美
1 月 30 日 21

 職場におけるうつ病予防対

策について～メンタルヘル

ス・ファーストエイドの理解と

活用～（広島産業保健総合支援

センター共催、WEB)

九州大学大学院医学研究員 

精神病態医学　 

准教授　加藤隆弘

6 月 24 日 42

 思春期の自傷行為の対応

と、生きづらさの理解

（WEB） 
※兼　思春期問題研修

NPO メンタルケア協議会 

西村　由紀
7 月 29 日 (178)

 地域に根差した自殺対策事

業の企画立案と人材育成に

ついて 

他事業・多制度との連携と

資源の活用について 
（自殺対策推進センター事業連

絡調整会議・担当者研修会）

いのち支える自殺対策推進セン

ター（JSCP） 

地域連携推進部長　小牧奈津子 

地域支援室長　生水　裕美

9 月 12 日 28

 自殺未遂者の理解と再企図

防止に向けた支援について 
（自殺未遂者支援連絡会議・担

当者研修会、WEB）

広島大学病院　精神科 

大盛　航
2 月 4日 51

 

災

害

時

サイコロジカル・ファースト

エイド（PFA）研修（エソール

広島研修室） 
※精神保健福祉基礎研修Ⅱとし

て実施

兵庫県こころのケアセンター 

上席研究主幹　大澤　智子
6 月 14 日 (45)

 ～災害復興期の回復を支え

るこころのケア～ 

サイコロジカル・リカバリー

スキル（SPR）研修

兵庫県こころのケアセンター 

上席研究主幹　大澤　智子
9 月 25 日・ 

9 月 26 日
32
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２　実習指導 

 

（令和 6年度） 

※健康福祉局受入分 

 

テーマ 講 師 月日 延人数

 

精
神
科 

リ
ハ
ビ
リ

デイケア講師連絡研修 当センター職員 4 月 3日 7

 令和 6 年度精神科リハビリ

テーション研修Ⅰ 
※精神保健福祉基礎研修Ⅰ（第

1回）と同時開催

当センター医師、職員 5 月 29 日 (184)

 令和 6 年度精神科リハビリ

テーション研修Ⅱ
当センター職員 2 月 26 日 17

 
精神科デイケア研修

日本社会事業大学名誉教授 

古屋　龍太
3月 19 日 17

 依頼機関 実施日数 実人数 延人数 備　考

 県立広島大学 保健福祉学部 16 3 24 精神保健福祉士

 広島大学　教育学部 

心理学系コース
1 16 16
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　県民や保健所・市町・関係機関に対して、精神保健福祉にかかる情報提供を目的として、

平成 11（1999）年６月にホームページを開設した。 

　また、パンフレット等を作成し、相談者や関係機関へ配布している。 

 

１　広島県立総合精神保健福祉センター（パレアモア広島） 

 

（１） https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/pareamoa/ 

（２） 広島県立総合精神保健福祉センター 

（３） こころの悩みを相談する（面接相談・電話相談） 

（４） 家族教室（薬物依存症、ギャンブル依存症、ひきこもり、自死遺族わかちあいのつ

どい） 

（５） 精神科デイケア 

（６） 自立支援医療（精神通院）・精神障害者保健福祉手帳 

（７） 精神医療審査会 

（８） こころの健康に関する情報（災害時こころのケア、自殺・うつ病対策サイト、アル

コール健康障害対策サイト、こころの情報サイト、若者を支えるメンタルヘルスサ

イト、ストレスチェックサイト） 

（９） 支援者向け研修 

（10） 所報 

 

２　広島県自殺・うつ病対策情報サイト　 

 

（１） https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/suicide/ 

（２） こころの悩みについて相談したい（LINE 相談、電話相談、対面相談） 

（３） こころの悩みについて相談したい（キーワードから相談先を探す） 

（４） こころの悩みについて相談したい（お住まいの地域から相談先を探す） 

（５） メンタルヘルスについて知る（こころの病気や健康づくり、自殺対策） 

（６） 保健所・市町、医療・福祉関係者の方へ（研修案内など） 

（７） 社会資源リンク集（相談窓口・医療機関、厚生労働省、厚生労働大臣指定法人 いの

ち支える自殺対策推進センター(JSCP)、広島県（疾病対策課）） 

（８） こころの健康情報リンク集（みんなのメンタルヘルス総合サイト、若者を支えるメ

ンタルヘルスサイト、働く人のメンタルヘルスポータルサイト、ストレスチェック

サイト、災害時こころのケア） 

第３章　普及啓発
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地域における精神保健福祉活動の推進あるいは精神障害者の社会復帰促進等に寄与する

ため、調査研究を実施し、関係機関へ情報提供している。 

 

ゲートキーパー講師養成に向けた取組み 

～ゲートキーパー講師養成研修の事後アンケート調査から～ 

 

　広島県立総合精神保健福祉センター　 

〇森谷智恵、山口　恵、新谷典子、東　優美、髙石佳幸 

 

第４章　調査研究
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　精神保健及び精神障害者福祉に関する相談支援のうち、複雑又は困難な事例を中心に、面

接等により個別相談に応じるとともに、必要な事例については診察や家族教室など集団指

導を実施している。 

 

１　当センターの相談指導のながれ 

 

２　面接相談 

 

（１） 相談件数　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和 6年度） 

 

（２） 新規相談の受付経路（実件数）　　　　　　　　　　　　　　　　（令和 6年度） 

 

（３） 相談種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和 6年度） 

 相談指導 （再掲）訪問指導 （再掲）新規

 実件数 延件数 実件数 延件数 実件数

 227 2,040 3 3 52

 計 保健所 市町村 医療機関 その他

 52 0 0 10 42

 
延件数

老人 
保健

社会 
復帰

アル 
コール

薬　物
ギャン 
ブル

ゲーム 思春期
うつ・ 

うつ状態

摂食 
障害

てん 
かん

その他

 2,040 0 539 21 225 150 3 7 238 0 2 855

 

（再掲）

ひき 
こもり

発達 
障害

自 殺 関 連 犯罪 
被害

災 害
インター 
ネット  自死遺族

 655 515 321 13 0 0 3

第５章　相談支援

広島県こころの悩み相談

こころの電話

（NPO 法人）foot＆work へ 
委託

電話相談を希望する場合

助言指導・他機関紹介

相談内容の把握

電話による相談申込み

来所相談

来所勧奨・面接予約
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（４）相談者の年代別状況（実件数）　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和 6年度） 

 

（５）受診者の診断別分類（診察件数　96 件/実件数 227 件）　　　　　　　（令和 6年度） 

 

３　電話相談 

 

主に専用ダイヤル広島県こころの悩み相談（080-1577-4774、開設日時：月・火・木・金

曜日（祝日・年末年始を除く）の９時～12 時・13 時～16 時）で、精神保健に関する相談を

実施している。 

（１） 相談種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和 6年度） 

 

（２） 具体的相談内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和 6年度） 

 計(歳) ０～９ 10～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～64 65～ 不明

 227 0 12 49 69 42 31 6 11 7

 ICD－10（国際疾病分類第 10 回改訂版）による診断 デイ含む

 症状性を含む器質性精神障害（Ｆ00～09） 0

 精神作用物質による精神及び行動の障害（Ｆ10～19） 5

 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害（Ｆ20～29） 5

 気分（感情）障害（Ｆ30～39） 15

 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害（Ｆ40～48） 25

 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群（Ｆ50～59）　 3

 成人の人格及び行動の障害（Ｆ60～69） 3

 知的障害＜精神遅滞＞（Ｆ70～79） 2

 心理的発達の障害（Ｆ80～89） 36

 小児＜児童＞期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害（Ｆ90～98） 2

 詳細不明の精神障害（Ｆ99）、診断保留、その他 0

 計 96

 
延件数

老人 
保健

社会 
復帰

アル 
コール

薬　物
ギャン 
ブル

ゲーム 思春期
うつ・ 

うつ状態

摂食 
障害

てん 
かん

その他

 3,014 14 525 33 42 72 5 39 225 5 1 2,053

 

（再掲）

ひき 
こもり

発達 
障害

自 殺 関 連 犯罪 
被害

災 害
インター 
ネット  自死遺族

 148 206 216 21 10 8 2

 内　容 延件数 内　容 延件数

 児童の発達・発育上の問題 5 ギャンブル 64

 不登校 6 性についての悩み 16

 家庭内暴力 9 認知症等に関すること 3

 非行・反社会的問題 0 高次脳機能障害に関すること 2
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４　こころの健康づくり相談事業　 

 

　平成 3（1991）年 4月から、「こころの電話相談」として、こころの健康づくりに関する

相談を委託実施（※）している。専用ダイヤル 080-8230-6037 

※令和 4年度までは(一社)広島県精神保健福祉協会、令和 5年度からは（NPO 法人）foot＆

work に委託。 

 

（１）開設日時 

　　水・土曜日（休・祝日を除く）の９時～16 時 30 分（12時～13 時を除く） 

 

（２）相談内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和 6年度） 

 ひきこもりについて 30 発達障害に関すること 15

 児童虐待 2 精神障害の心配 33

 配偶者暴力 6 てんかん 1

 その他の家庭内の問題 106 精神障害の治療に関すること 37

 近隣とのトラブルについて 14 社会復帰に関すること 98

 心気症及び心気症的な悩み 7 デイケアに関すること 439

 うつに関すること 76 精神障害者への関わり方 10

 自殺に関すること 106 職場についての悩み 40

 対人関係についての悩み 48 経済･福祉･法律に関すること 22

 摂食行動に関すること 10 犯罪被害に関すること 12

 飲酒に関する問題 31 災害 8

 薬物依存 33 その他（退院･処遇に関すること、ほか） 1,699

 その他の依存 26 計 3,014

 内　容 延件数 内　容 延件数

 児童の発達・発育上の問題 0 ギャンブル 1

 不登校 2 性についての悩み 19

 家庭内暴力 0 認知症等に関すること 1

 非行・反社会的問題 0 高次脳機能障害に関すること 0

 ひきこもりについて 1 発達障害に関すること 4

 児童虐待 0 精神障害の心配・診断 9

 配偶者暴力 1 てんかん 1

 その他（家庭内の問題） 149 精神障害の治療に関すること 92

 近隣とのトラブルについて 39 社会復帰に関すること 107

 心気症及び心気症的な悩み 80 デイケアに関すること 7

 うつに関すること 24 精神障害者への関わり方 9

 自殺に関すること 5 職場についての悩み 62

 対人関係についての悩み 82 経済･福祉･法律に関すること 53

 摂食行動に関すること 2 犯罪被害に関すること 0

 飲酒に関する問題 1 災害 4

 薬物依存 0 その他 468

 その他の依存 10 計 1,233
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　当センターでは、精神保健福祉の正しい理解と知識の普及・啓発を図るとともに、関係者

の資質向上や地域活動促進のため、広島県精神保健福祉協会の活動に対して、支援協力を　

行っている。 

 

１　団体の概要 

 

（一社）広島県精神保健福祉協会 

 

　（一社）広島県精神保健福祉協会は昭和 44（1969）年 10 月に、県民の精神的健康の保持

及び向上並びに精神障害者の福祉をはかることを目的として、事業所や医療機関を中心に

設立され、精神保健に関する知識の普及等の諸活動を行っている。 

　令和５（2023）年４月に、事務局を県内の病院から当センターに移転し、当センターは、

協会の事務運営に関して事務局として支援を行っている。 

　令和７（2025）年３月末現在の会員の状況　　452 人 

　　 

【研修】 

 事業名 内　　容 日　時 参加者数

 
普及啓発研修事業 
地域精神保健研修会

若者に急増する処方薬依存や市販薬依存につ

いて 

KONUMA 記念依存とこころの研究所 

所長　加賀谷　有行先生

6月 27日 174 人

 
普及啓発研修事業 
地域社会交流促進研

修会

ピアサポートの不思議な力 

聖学院大学心理福祉部心理福祉学科 

　教授　相川　章子先生

11月 5日 40 人

 

広島県児童思春期 
精神保健事例検討 
ワークショップ事業

発達や愛着の問題を抱えるこどもの理解と支

援～現場で活かせる支援の実際を中心に～ 

和歌山大学教育学部心理学教室 

教授　米澤　好史先生 

事例検討 

グループワーク

2月 1日
89 人 

第６章　組織育成
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　１　精神医療審査会 

　　　精神医療審査会は、精神障害者の人権に配慮しつつ、その適正な医療及び保護を確保する

観点から設けられたものである。 

　　　精神医療審査会の業務としては、①保健所長から措置入院決定の報告、精神科病院の管理

者から医療保護入院の届出、医療保護入院者の入院期間更新の届出及び措置入院者の定期

病状報告の審査、並びに②精神科病院に入院中の者又はその家族等から退院請求または処

遇改善請求に係る審査を行っている。 

　　　 

　（注）令和 6 年度施行の法律改正により、措置入院決定報告書が追加されるとともに、医療

保護入院者にかかる定期病状報告書が廃止され、入院期間更新届が新設された。

 
区　　　　　　　　　分

令和 
2 年度 
(2020)

令和 
3 年度 
(2021)

令和 
4 年度 
（2022）

令和 
5 年度 
(2023)

令和 
6 年度 
(2024)

 開　　催　　回　　数 24 24 24 24 24

 
退 

院 

請 

求

審査件数 26 23 23 11 11

 
審
査
結
果

現入院形態適当 25 22 22 8 10

 他入院形態適当 1 1 1 2 0

 入院継続不要 0 0 0 0 1

 審査継続 0 0 0 1 0

 
処
遇
改
善 

請
求

審査件数 0 7 4 4 1

 審
査
結
果

現処遇適当 0 6 3 4 0

 現処遇不適当 0 1 1 0 1

 

定
　
期
　
病
　
状
　
報
　
告
　
等

医療保護入院者入院届 2,412 2,340 2,198 2,337 2,230

 
審
査
結
果

現入院形態適当 2,412 2,340 2,198 2,337 2,230

 他入院形態適当 0 0 0 0 0

 入院継続不要 0 0 0 0 0

 医療保護入院者定期病状

報告書等　※R６は更新届

1,676 件を含む

1,739 1,660 1,628 1,660 1,857

 
審
査
結
果

現入院形態適当 1,739 1,660 1,628 1,660 1,857

 他入院形態適当 0 0 0 0 0

 入院継続不要 0 0 0 0 0

 措置入院者定期病状報告書 67 73 90 75 67

 審

査

結

果

現入院形態適当 67 73 90 75 67

 他入院形態適当 0 0 0 0 0

 入院継続不要 0 0 0 0 0

 措置入院決定報告書 88

 
審
査
結
果

現入院形態適当 88

 他入院形態適当 0

 入院継続不要 0

 計 4,218 4,073 3,916 4,072 4,242

第７章　精神医療審査会・自立支援医療受給者証
（精神通院）及び精神障害者保健福祉手帳
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　　２　自立支援医療受給者証（精神通院）及び精神障害者保健福祉手帳 

 

在宅精神障害者の治療の確保を容易にするための通院医療費公費負担制度は、平成

18(2006)年 4 月から障害者自立支援法に基づく自立支援医療費（精神通院）制度として再編成さ

れた。（平成 25(2013)年 4 月からは障害者総合支援法に改称） 

一方、精神障害者保健福祉手帳の制度は、一定の精神障害の状態にあることを認定して手帳

を交付することにより、交付を受けた人が、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを

促進し、精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図ることを目的としている。 

自立支援医療費（精神通院）の承認件数は、新型コロナの影響で減少した令和２年度を除いて

増加傾向にあり、令和 6 年度は対前年度比で 3.5％増加した。また、精神障害者保健福祉手帳の

所持者数（広島市を含まない）も毎年増加しており、令和６年度の対前年度増加率は 4.9％であっ

た。 

　 

（１）自立支援医療（精神通院）承認状況　 

※　広島市分を含まない。 

 

　（２）精神障害者保健福祉手帳所持者数（各年度末現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 

 区　　　　分 申 請 件 数 承 認 件 数 不承認件数
 令和 2(2020)年度 23,646 23,642 4

 令和 3(2021)年度 29,918 29,914 4

 令和 4(2022)年度 31,915 31,915 0

 令和 5(2023)年度 32,710 32,708 2

 　　令和 6(2024)年度 　　　　　　　　 33,897            33,872         25

 区　　　　　　　　　　分  1　級 2　級 3　級 計
 

令和 2年度

(2020)

広島県 933 11,382 5,963 18,278
 広島市 1,373 11,573 4,620 17,566
 計 2,306 22,955 10,583 35,844
 

令和 3年度

(2021)

広島県 929 11,933 6,568 19,430
 広島市 1,361 12,205 4,880 18,446
 計 2,290 24,138 11,448 37,876
 

令和 4年度

(2022)

広島県 857 12,360 7,138 20,355
 広島市 1,364 12,735 5,255 19,354
 計 2,221 25,095 12,393 39,709
 

令和 5年度

(2023)

広島県 790 12,492 7,826 21,108
 広島市 1,347 13,304 5,590 20,241
 計 2,137 25,796 13,416 41,349
 

令和 6年度 

(2024)

広島県        742    12,644 8,757 22,143
 　広島市      1,296     13,882 6,143 21,321
 計      2,038 26,526 14,900 43,464
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　平成 18（2006）年 10 月の自殺対策基本法の施行後、本県では「こころの健康づくり推

進事業」の一環として自殺予防対策への取組みを開始し、「広島県自殺対策推進計画」（平

成 22（2010）年度～平成 27（2015）年度）の終了後、第２次計画（平成 28（2016）年度～

令和２（2020）年度）を策定した。自殺死亡率・自殺者数の減少の目標達成により、令和

元（2019）年度に「第２次計画（見直し版）」を策定し、令和２（2020）年には県内の自殺

者数は第１次計画策定以降最も少ない 401 人まで減少した。しかしながら、令和３（2021）

年は、新型コロナウイルス感染症の影響で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したこ

となどにより、４年ぶりに前年を大きく上回る深刻な状況となった。こうした状況を踏ま

え、令和４（2022)年度に「第３次計画」を策定して取組んでいる。 

当センターでは、平成 18 年から相談事業や支援者の人材育成等を実施している。また、

自死遺族支援として“わかちあいのつどい”や県内で活動をしている団体の相互連携を深

めるため連絡会を開催している。 

そのほか「地域自殺対策推進センター」として、健康福祉局疾病対策課と連携して事業

を実施している。 

なお、技術支援、教育研修については、第１～２章を参照。 

 

１　相談事業 

 

（令和６年度） 

　※電話相談件数は、衛生行政報告数による。 

 

２　自死遺族支援 

 

広島わかちあいのつどい「忘れな草」 

令和６年度は、年６回の開催となった。 

目　的　　自死により大切な人を亡くした人が、安心してその思いを語り合える

場の提供 

　　　　日　時　　原則、偶数月第４金曜日　13：30～15：30 

　　　　会　場　　東広島市市民文化センター 

　　　　参加者　　延べ 16 人（実９人） 

 自殺関連 （再掲）自死遺族

 面接相談 電話相談 面接相談 電話相談

 延べ件数（実数） 321（52） 216 13（７） 21

第８章　自殺対策事業
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３　自殺対策推進センター事業 

 

　平成 24（2012）年度から「自殺対策情報センター」として、地域の自殺対策活動支援や、

統計データの提供、広島県 HP 内の「自殺・うつ病対策情報サイト」による情報の発信、普

及啓発活動の充実を図った。 

平成 28（2016）年度からは「地域自殺対策推進センター」として、健康福祉局疾病対策課

と連携して次のとおり事業を実施している。　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和６年度） 

 

（１）自死遺族支援団体連絡会 

県内で、自死遺族の分かち合いのつどいを開催している行政機関や民間団体が、相

互に連携をしていける関係づくりを目指し、平成 25(2013)年度から「広島県自死遺

族支援団体連絡会」を開催している。 

 

　　　＜自死遺族支援団体連絡会＞ 

対　象　　県内で自死遺族の分かち合いのつどいを開催している９団体 

　　　　　開　催　　年１回 

 

（２）困難事例検討 

市町の事例を中心に、自殺のハイリスク者への対応について、専門医等を交えた事

例検討会による助言、指導を行っている。 

　　開催回数　７回 

 

 

 区　分 活　動　内　容

 情報収集 国の自殺対策データの収集・提供、ホームページ等による啓発

 相談支援 関係機関と連携した相談、助言、指導等の支援

 自殺対策計画支援 本庁主管課と連携した、市町の自殺対策計画策定等の支援

 連絡調整 連絡調整会議の実施、自殺対策協議会への出席・助言

 市町及び民間団体

への支援
市町及び地域の民間団体が行う自殺対策事業の相談支援、技術的助言

 人材育成研修 地域における関係機関の職員を対象とした研修

 市町等における自

殺未遂者及び自死

遺族等支援に対す

る助言等　

関連支援情報の収集、提供 

市町等の対応困難事例について、専門家等と連携した指導又は助言等
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　思春期は心身の急激な成長過程にあり、社会の多様化と相まって精神保健上の課題をも

つ場合も多く、当センターでは、相談事業や支援者の人材育成等を実施している。  

また、対人関係の問題から就学や就労など社会的活動を行わない、いわゆる「ひきこもり」

の増加は、近年深刻な社会問題となっていることから、家族教室等に取り組んでいる。 

なお、技術支援、教育研修については、第１～２章を参照。 

 

１　相談事業 

 

（令和６年度） 

※思春期相談は、10 代が対象。ひきこもり相談は、思春期相談との重複あり。 

※電話相談件数は、衛生行政報告数による。 

 

２　家族教室 

 

（１）ひきこもり家族支援グループ（あしたの会） 

当センターでひきこもりに関する家族面接を継続している人を対象として、心理教

育的なプログラムを提供するとともに、他の家族との交流により社会的孤立を防ぎ、家

族機能を高めることを目的として開催した。 

（令和６年度） 

 

（２）家族講座（あしたの会）※再掲 

ひきこもり家族支援グループ（あしたの会）全 9回のうち 3回を、家族がひきこもり

に関する基礎知識や家族内のコミュニケーションについて理解を深めるための家族講

座として開催した。 

 

 

 

 

 思春期相談＊ ひきこもり相談＊

 面接相談 電話相談 面接相談 電話相談

 延べ件数（実数） 7(6) 39 655(54) 148

 回数 延べ人数（実数） 備　考

 月 1回 

（全 9回）
109(27） フリーディスカッション、家族講座〔（２）参照〕など

第９章　思春期精神保健事業・ひきこもり対策事業
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（令和６年度） 

 

　　３　連絡会議 

 

市町等の地域におけるひきこもり支援について、地域全体で取組状況を共有し、多様な機

関と密接に協力した包括的な連携体制を構築するため、令和 6(2024)年度から「広島県ひき

こもり等対策事業連絡会議」を開催している。 

対　象　　市町、保健所等 

開　催　　年 1回 

 

 

薬物依存・薬物乱用については、平成 11 年度から薬物相談を開始し、家族教室や家族講

座を実施している。平成 22 年度からは、薬物再乱用防止を目的に当事者教育を継続実施し、

平成 25年度からは、支援を希望する関係機関に対して回復プログラムの導入支援等を実施

している。 

ギャンブル依存については、平成 27 年度から相談の統計を開始した。令和２年度から家

族教室や家族講座を実施している。また、令和５年度からは回復支援のため当事者への SAT-

G 集団プログラムを実施している。 

　支援者の人材育成研修（教育研修）として、平成 11年度から、依存症支援者スキルアッ

プ研修、令和２年度からアルコール健康障害相談員養成研修、令和 6年度からは、ギャンブ

ル障害回復トレーニング（SAT-G）を使用するための研修を実施している。 

依存症関連の技術、教育研修については、第１～２章を参照。 

 

 

 

 回数 延べ人数（実数） 回 内容

 

全 3回 51（27）

第 1回
講義：「ひきこもりと不安・恐怖について」 

講師：当センター医師

 

第 2回

【公開講座】 

講義：「ライフプランとマネープランを考えて安心

した老後生活を手に入れよう」 

講師：働けない子どものお金を考える会 

　　　秋口　千佳　氏

 

第 3回

【公開講座】 

講義：「ひきこもりを経験してみて」 

講師：NPO 法人みよしサポート協会ひあぞら 

理事長　天野　雄二　氏

第10章　地域依存症対策事業
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１　相談事業 

 

（１）相談件数　 

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和６年度） 

　※電話相談件数は、衛生行政報告数による。 

 

（２）薬物相談 

　　　　　　　　　　　（令和 6年度） 

 

２　薬物依存症対策 

 

（１）家族教室 

家族を対象とした心理教育プログラムを活用して、病気の理解や本人への対応方法

等を学ぶ。また、利用可能な社会資源等の情報を得るとともに、家族自身が安心して話

せる場・同じ問題をもつ仲間との交流の場の確保を目的として実施している。 

また、東部会場では、当事者家族の視点から家族の相談に応じることで相談支援体制

の充実を図ることを目的とし、平成 25 年度から家族支援員を設置している。令和 6年

度は、延 11人が参加した。 

【家族教室】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和 6年度） 

 

【家族講座】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和 6年度） 

 
医　師 

(相談・診療)

薬物相談 アルコール相談 ギャンブル相談

 面接相談 電話相談 面接相談 電話相談 面接相談 電話相談

 延べ件数 83 172 42 10 33 131 72

 会　場 開　催

 
当センター

専門医 毎月第１木曜日 15:00～17:00

 相談員 随時

 東部会場（県福山庁舎） 毎月第３金曜日

 会　場 開　催 参加者

 当センター 毎月第３木曜日（年 12 回） 延　57 人（実 11 人）

 東部会場（県福山庁舎） 毎月第３金曜日（年 12 回） 延　67 人（実 11 人）

 
テーマ 講師 月日

延人数

（実数）

 
セルフケアについて（西部）

県立総合精神保健福祉センター

次長（兼）課長　髙石佳幸

５月 16 日（木） 
10：00～12：00 69 人 

（17 人） 
 依存症と家族の関わり方

（西部）

元県立総合精神保健福祉センター 

相談員　松岡明子氏
７月 18 日（木）

10：00～12：00

 
体験発表（西部） 広島ダルク施設長・スタッフ

９月 19 日（木）

10：00～12：00
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　　※　１月 17日（金)は支援者研修と同時開催。 

 

（２）当事者教育 

薬物依存症の当事者を対象に、当センターの依存症認知行動療法プログラム

“HIMARPP（ひま～ぷ）”等を活用した回復支援を継続実施している。 

（令和 6 年度） 

 

（３）回復プログラムの導入支援 

薬物依存症回復プログラムを実施するに当たり、支援を希望する関係機関に対して 

導入支援を実施している。令和 6年度は、更正施設２ヶ所に６件、保護観察所２ヶ所に

３件、更生保護施設１か所に１件、保健所１か所に３件の支援を行った。 

 

（４）国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所調査研究事業協力 

　保護観察の対象となった薬物依存症者のコホート調査システムの開発とその転 

帰に関する研究の協力（平成 30 年度から） 

 

 

 薬物依存症の精神科病院に

おける支援～からだとここ

ろを守るには～（西部）

医療法人せのがわ　瀬野川病院 

心理療法士　田中奈津子氏

11 月 21 日（木） 
10：00～12：00

 CRAFT を学ぼう～依存症

について効果のある家族

の対応～（西部/東部）

藍里病院　副院長 

吉田　精次氏

１月 17日（金） 

10：00～12：00

 

回復支援助言・体験発表等

（東部）
広島ダルク施設長・スタッフ

６月 21 日（金） 
10：00～12：00

 10 月 18 日（金） 
10：00～12：00

 12 月 20 日（金）

10：00～12：00
 ２月 21日（金）

10：00～12：00

 依存症と家族の関わり方

（東部）

県立総合精神保健福祉センター 

元相談員　松岡明子氏

11 月 15 日（金）

10：00～12：00

 会　場 開　催 参加者

 当センター 随時 延 22 人（実３人）

 少年矯正施設 全６回 延８人（実８人）

 
項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

 初回面

接人員
42 人 41 人 13 人 ４人 ０人 ０人
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３　ギャンブル依存症対策 

 

（１）家族教室 

家族のためのプログラム CRAFT（コミュニティ強化法と家族トレーニング）等を活用

して、本人への対応方法等を学ぶ。また、利用可能な社会資源等の情報を得るとともに、

家族自身が安心して話せる場・同じ問題をもつ仲間との交流の場の確保を目的として

実施している。また、令和５年度から家族講座を開催している。 

【家族教室】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和 6年度） 

　　※　NPO 法人全国ギャンブル依存症家族の会等からの参加あり。 

 

【家族講座】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和 6年度） 

 

（２）当事者教育 

ギャンブル依存症の当事者を対象に、SAT-G（ギャンブル障害回復トレーニング）等

を活用した個別相談、令和５年 11 月から集団指導を実施している。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和 6年度） 

 

４　アルコール依存症対策 

 

　　広島県依存症対策推進計画（R6 年３月策定）に基づき、早期に相談、適切な治療及び

回復支援を受けることができるようにするため、「アルコール健康障害相談員」養成研修

を実施した。また、「アルコール健康障害相談員」等を対象としたフォローアップ研修を

開催した。 

 会　場 開　催 参加者

 当センター 毎月第２月曜日（年 12 回） 延　35 人（実 16 人）

 テーマ 講　師 月日 延人数

 
体験発表

NPO法人全国ギャンブル依存症家族

の会スタッフ

11 月 11 日（月） 

10：00～12：00
13 人

 会　場/方　法 開　催 参加者

 
当センター

集団 全 12 回 延　29 人（実７人）

 個別 随時 延　９人（実４人）

 東部会場（県福山庁舎） 個別 第３金曜日 延　19 人（実５人）

 
研修修了者（再掲） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和 6年度

 アルコール健康障害相談員 

養成研修
20 人 24 人 27 人 22 人

 アルコール健康障害相談員等 

フォローアップ研修
23 人 38 人 42 人 54 人
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５　その他 

 

（１）組織育成 

　　　　関係機関との連携として、自助グループ等が実施する会議等へ参加し、活動を支援

した。 

　　 

（２）連携会議 

依存症の本人やその家族などが円滑に相談でき、必要な支援を受けられるよう、包

括的な連携体制を構築するため、令和４年度から「広島県依存症相談機関連携会議」

を開催している。 

構成員　　依存症治療拠点機関、依存症専門医療機関、回復支援施設、自助グループ、

市町、保健所等 

開 催　　　年１回 

 

 

 

「平成 30年７月豪雨災害（西日本豪雨災害）」では、県内の各地で甚大な被害を受けた。 

河川の氾濫や越水による浸水被害も多く、特に土石流や急傾斜地崩壊などの土砂災害で

の被害が多く発生した。これらの浸水害や土砂災害により約 16、000 棟におよぶ家屋被害

があった。また、151 名（うち関連死 42 名）もの尊い命が失われた。発災から２年目には、

１市１町に災害公営住宅が建設された。 

平成 30 年９月に開設した「広島こころのケアチーム」は、より専門的なこころの支援

を行うチームとして、被災市町及び中長期的な被災者の見守りや個別支援、コミュニティ

づくりのために 13 市町に設置された「地域支え合いセンター」とともに、関係機関と連

携しながら、被災者及び支援者の支援を実施してきた。 

令和３年３月 31日に「広島こころのケアチーム」としての活動を終了し、活動の一部は

当センターの事業へ移行し、被災市町等への継続的な支援を実施した。 

　　令和６年度においては、平時からの体制構築に向けて、市町に対し被災者支援や人材育

成を行った。県全体の支援者に対する技術向上に向けた研修を実施している。

第11章　被災者こころのケア相談支援事業
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【総括】 

当センターの精神科デイケアは、社会保険診療精神科デイケア施設基準に基づく施設で

ある。回復途上にある精神障害者等の社会復帰を促進するため、「青年期コース」とうつ状

態や社会不安症等で精神科通院治療を受けている者を対象とする「リカバリーコース」の２

コースを運営している。 

両コースとも、「居心地のよい雰囲気であること」、「通所者の主体性を重視し、引き出す

こと」及び「社会適応できる力を身に付けること」を基本方針として実施している。 

また、デイケアを補完する事業として、家族教室を開催し家族支援を行っている。 

さらに、令和２（2020）年度から少人数のデイケア等導入プログラム（プティパ）を実施

している。対人不安が強い人等を対象とし、活動や学習の体験を通じた自己表現や対人交流

のスキルアップを目的とした。令和４年（2022）度には、より利用者のペースや利用目標に

合わせて、柔軟な支援が行えるよう、利用期間の見直し等の改変を行った。 

新型コロナウイルス感染症への対応について、令和５年５月８日以降は、当センター院内

感染対策マニュアルに沿った感染防止対策を実施し運営を行っている。 

 

 

(1)　内容 

ア　実施デイケアと定員及び対象 

 

イ　通所期間 

・青年期コース　原則最長３年（６期） 

　　・リカバリーコース　最長２年（４期） 

・６か月を１期とし、センター所長が必要と判断した場合は更新できる。 

 

ウ　実施日及び時間 

　・青年期コース　　　月・（火・水）・木・金曜日（週３日） 

　・リカバリーコース　月・（火・水）・木・金曜日（週３日） 

※火・水曜日の午後は不定期で、集団認知行動療法などを実施。 

・各コース 9時 00 分～16 時 00 分 

 

 

エ　プログラムの構成 

 
１　デイケア

 デイケア名 

（利用期間）
定員 対　　　　　　　　　　　象

 
青年期コース 

（最長３年）
35 人

概ね 

15～30 歳

精神疾患等のため、青年期の発達課題達成に困難

を有する者で、社会生活機能の向上意欲が期待で

きる者等

 
リカバリーコース 

（最長２年）
15 人

概ね 

25～55 歳

うつ状態や社会不安症等で精神科通院治療を受け

ている者で、社会生活機能の向上意欲が期待でき

る者等

第 12 章　デイケア
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オ　週間プログラム          ○選択プログラム　※講師プログラム　( )内の数字は第( )週 

 

(2) 利用者の状況 

ア　利用者数 

 

イ　各グループ参加状況                      　　　　　 　　　　　　　 

 

 

 プログラムの種別 内　　　　　容

 

グループプログラム

①活動内容を話し合いで決定、利用者が企画委員となり活動を進行 

グループ全体活動

 ②外部講師がサポートするグループ全体活動
 ③主にスタッフが進行するグループ全体活動（セミナー、スポーツ系プロ

グラム等）

 選択プログラム ２つのプログラムから選択、参加する外部講師がサポートするプログラム

 行事プログラム バスハイク、クリスマス会など

 
時間 月曜日

火・水 

曜日
木曜日 金曜日

 9:00 朝　　ミ　　ー　　テ　　ィ　　ン　　グ　・　朝　　活
 10:00 

 
 
 
 
 

 

 

 

12:00 

13:00 

13:30

 
青年期 
コース 

 
グループ 
活動

 
リカバリー 
　　コース 
 
グループ 
活動

  
青年期 
コース 

 
(1､3)料理話合

い又は料理※ 
(2)スポーツ系 
(青年期・リカ

バリー合同) 
(4､5)グループ 
活動

 
リカバリー 

コース 
 
(1､3)料理又は

料理話合い※ 
(2)スポーツ系 
(青年期・リカ 
バリー合同) 
(4､5)グループ 
活動

 
青年期・リカバリー 

コース 
 
 
○ナチュレ（園芸など）※ 
○アート※ 

 
 

 　　 昼　　　　　　　　　食

 昼　活・面　接

短期 

セミナー 

(不定期)

昼　活・面　接
  

青年期・リカバリー 
　　　　　　コース 

 
○音楽※ 
○書道※

 
青年期 
コース 

 
○作業※ 
○健康教室※

 
リカバリー 
コース 

 
健康教室※

 
青年期 
コース 

(1､2､3､5)グ

ループ活動 
(4)セミナー

 
リカバリー 

コース 
(1) 作業※ 
(2､5)グルー

プ活動 
(3) 陶芸※ 
(4)セミナー

 

  
 
 

 

15：30 

15：40 

16：00

 片付け・掃除 片付け・掃除
 夕ミーティング 夕ミーティング

 区　分 内　容
 登録実利用者数   26 人
 実施日数（ａ）   142 日
 延べ利用者数（ｂ） 711 人

 1 日平均利用者数（ｂ／ａ） 5.0 人
 令和６(2024)年度末現在登録者数 　 18 人

 グループ名 実施日数(日) 延べ人数(人) １日平均(人)

 青年期コース 142 354 2.5

 リカバリーコース 142 357 2.5

 計 － 711 　　　  5.0
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　ウ　年齢別（登録時または年度初め更新時の年齢）　　　　 　　単位：人 

 

エ　診断名（主たる診断名）別利用者数　　　　　　　　　　単位：人、％ 

 

オ　デイケア相談件数　　　　　　　     　単位：人 

 

カ　関係機関との連携　　　　　　　　　　 単位：人 

 

(3)　退所者の状況 

ア　転帰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

イ　フォロー等援助活動　　　　　　　　 単位：人 

 青年期 リカバリー 計

 19 歳以下 2 - 2

 20～29 歳 8 2 10
 30～39 歳 1 4 5

 40～49 歳 - 4 4

 50 歳以上 - 5 5
 計 11 15 26

 
診断名 青年期 リカバリー 　計（割合）

 統合失調症 1 － 1 （3.8）　
 うつ病，うつ状態 － 8    8 （30.8）

 躁うつ病 － 2   2 （7.7）

 社会不安障害 － －   0 （0.0）

 強迫性障害 1 1 2 （7.7）
 その他の不安障害 1 － 　  1 （3.8）

 自閉スペクトラム症 4 － 4 （15.4）
 パーソナリティ障害 － －   0 （0.0）

 その他 4 4 　　 8 （30.8）

 　　　　 計 11 15      26 (100.0）

 相談 見学 体験利用 新規登録

 38 20 12 8

 来所相談実人数 来所相談延べ件数 電話相談延べ件数

 7 9 31

 
区　　　　　　分 青 年 期 リカバリー 総数

 就労（含Ａ型事業所）・復職・大学・専門学校・職業能

力開発校等へ入学又は復学
2 1 3

 就労移行支援事業所等 0 0 0

 Ｂ型事業所・他デイケア等通所 0 0 0

 家庭に適応 1 5 6

 中断（病状悪化，意欲低下等） 0 0 0

 訪問看護 1 0 1

 総　　　　　　数 4 6 10

 来所相談延べ件数 電話相談延べ件数
 退所者 14 59

 退所者家族 7 13

単位：人
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(4) プログラム実施状況 

ア　青年期コース 

利用者は、概して社会経験が少なく、集団活動や対人交流に苦手意識を持つ人が多い。

このため、同世代との交流を求める若者を広く受け入れて、それらの課題を抱える若者

に対し治療的環境を提供し、社会生活への適応能力を学習･訓練できるように支援して

いる。 

※はリカバリーコースと合同。 

 

イ　リカバリーコース 

　平成 20(2008)年度から、うつ病の病状回復と社会復帰支援を目的に「うつ病デイケ

ア」を行ってきた。平成 29（2017）年度より「リカバリーコース」と改定し、引きこも

り者の社会適応の向上、再就職や復職等、より広く個別の課題に対応した支援を行って

いる。 

令和６年度短期セミナーは、「教職員向けプログラム」として模擬授業を実施。 

※は青年期コースと合同。 

 

 

 

 

 

 プログラム 延べ回数（回） 延べ人数(人) １回平均(人)

 グループ活動 76 102 1.3

 音楽  ※ 39 54 1.4
 書道  ※ 38 37 1.0
 料理話合い及び料理 24 38 1.6
 スポーツ系プログラム  ※ 11 14 1.3
 作業 46 84 1.8
 健康教室(ヨーガ)　※ 37 1 0.03
 ナチュレ（園芸）　※ 43 8 0.2
 アート　※ 45 39 0.9
 陶芸 8 9 1.1

 セミナー  10 9 0.9
 バスハイク　※ 1 3 3.0

 クリスマス会　※ 1 7 7.0

 プログラム 延べ回数（回） 延べ人数(人) １回平均（人)

 グループ活動 51 92 1.8

 音楽  ※ 39 17 0.4

 書道  ※ 38 73 1.9

 料理話合い及び料理 14 22 1.6

 スポーツ系プログラム  ※ 11 17 1.5

 作 業 9 18 1.8

 健康教室(ヨーガ)※ 37 74 2.05

 ナチュレ（園芸）※ 43 96 2.2

 アート　※ 45 26 0.6

 陶芸 10 21 2.1

 セミナー 9 19 2.1

 短期セミナー　※ 2 3 1.5
 バスハイク　※ 1 1 1.0

 クリスマス会　※ 1 1 1.0
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（1）青年期コース 

ア　目　　的　①家族に対し、病気等（ひきこもり、社会的不適応、精神障害等）に関す

る正しい知識や、情報の提供を行う。 

　　　　　　②家族としての適切な対処技能の向上を図る。 

　　　　　　③家族同士の相互の支え合い、仲間づくりを促進する。 

イ　対 象 者　青年期コース通所者の家族 

ウ　実施日時　５月～３月隔月（奇数月）第２水曜日　13 時 30 分～15時 00 分 

エ　プログラム内容 

　　　近況報告、デイケアの説明や活動の報告、医師を交えた意見・情報交換、施設見学 

　　　等 

オ　参加人数 

　 

 

 

(2)　リカバリーコース 

ア　目　　的　① 家族が、病気等（ひきこもり、社会的不適応、精神障害等）に関する

正しい知識を習得する。 

　　　　　　② 家族として、対処技能の向上を図る。 

　　　　　　③ 家族同士の相互の支え合いを促進する。 

イ　対 象 者　リカバリーコース通所者の家族 

ウ　実施日時　５月～３月隔月（奇数月）第２水曜日　13 時 30 分～15時 00 分 

　エ　プログラム内容 

　　近況報告、デイケアの説明や活動の報告、医師を交えた意見・情報交換、茶話会等 

オ　参加人数 

 

 

 

 

３　デイケア等導入試行プログラム（プティパ） 

 

（1）目的　 

対人関係上の不安や難しさを抱える人が、少人数グループでの活動や学習の体験を 

通じて、自己表現や対人交流の練習を重ねながら自己肯定感を育み、当センターのデ

イケア又は、各地域への必要な社会資源への導入及び、安定的な定着を図る。 

（2）対象者 

次に該当する人とし、対象者は処遇会議において決定する。 

ア 社交不安障害やコミュニケーション困難により、当センターで相談を受けている 

　　　　　人 

イ 当センターの各デイケアコースの対象者に該当する人又は既に利用中の人 

  

２　家族教室（家族のつどい）

 延べ回数（回） 実人数（人） 延べ人数（人）

 6 6 13

 延べ回数（回） 実人数（人） 延べ人数（人）

 6 1 1
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（3）実施日及び時間 

原則毎月第１・３水曜日　13：30～14：30 

※利用者に応じた利用期間（最長１年）を決定し、必要に応じて更新利用する（再利

用は可能）。 

エ　実施内容　グループ活動、心理教育 

オ　参加人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 延べ回数（回） 実人数（人） 延べ人数（人）

 22 3 27


